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第１章 総則

第２章 広域防災拠点計画の基本方針

①広域受援計画策定の背景・目的
・東日本大震災や熊本地震では、全国から集まる物資の円滑な受入れと被災者への供給や、
派遣される応援職員等の受入れ体制など、受援に係る課題が明らかになった
・県内では、今後も地震災害など大規模災害の発生が懸念されており、全国からの応援を
円滑に受け入れる体制づくりが必要

②対象とする災害
県内市町村及び県のみでは対応が困難な大規模災害（地震、風水害、火山災害等）を対象

②広域防災拠点の機能
県が設置する広域防災拠点の有すべき機能は下記のとおり

1)現地調整 ・情報提供機能 4)救援物資の中継・分配機能 6)空港機能（松本ゾーン）
2)応援職員の一時集結機能 7)ヘリポート機能
3)宿営、資機材集積機能 5)物資等の備蓄機能 8)災害医療支援機能

図１ 広域防災拠点の活用イメージ

①広域防災拠点※※※※の必要性

図２ 広域防災拠点の配置ゾーン

③広域防災拠点の配置ゾーン

松本空港

②松本ゾーン

⑤伊那・飯田ゾーン

④諏訪ゾーン

③上田・佐久ゾーン

①長野ゾーン

平成３０年度は、各配置ゾーン内に広域防災
拠点を指定し運用を明確化する「広域防災拠
点計画」を策定

④広域防災拠点の候補施設

［配置の考え方］
・県内において想定されるいかなる災害に対して
も対応できるよう、被災地域外に複数ゾーンを
分散配置
・県外からの応援が集結しやすい陸路・空路ア
クセス性の良い地域
・移動時間を含め、被災地域において十分な活動
時間を確保できる地域

○本県は南北に広い山岳県であ
り、地震活動等様々な災害に対
して、複数方面から広域応援部
隊や、支援物資等の受入れ・配
分等の後方支援を行う拠点の確
保が必要（図１）

○被災地を支援する広域防災拠点として５つの
配置ゾーンを選定（図２）
①⻑野､②松本､③上田・佐久､④諏訪､⑤伊那・飯田

〇県各部局及び県内市町村への調査をもとに、
広域防災拠点の候補施設を選定

※広域防災拠点‥‥全国の防災関係機関から災害応急
対策活動に係る広域応援を受け、被災地域に
おける災害対応の後方支援を行う拠点。救
助･救急､物資の受入れ･分配等の拠点となる。

あらかじめ拠点となる施設を指定
しておき、災害の状況を踏まえ設
置を決定



第３章 機能別活動計画の基本方針
①受援業務の分類

救助活動
消防活動
救命活動

受援業務の
６分類

人的支援
（応援職員等）

医療・
保健・
福祉活動

燃料調達

交通の確保

図３ 円滑な受援に向けた業務項目の６分類

物的支援
輸送活動

③１６の機能別活動の活動方針
〇機能別活動毎に、目標、課題、基本方針、活動に係る実施事項等の活動方針を記載

②機能別活動計画の構成
〇６つの業務の機能をもとに、１６の機能別活動を抽出（図４）

平成３０年度は、機能別に災害対応の具体化（事務分掌の見直し等）、調整
窓口の明確化（災害対策本部体制の見直し等）を行い、受援に必要な業務の
具体的な進め方や他の災害時活動計画との整合等を整理した「機能別活動計
画」を策定

図４ 機能別活動計画の構成案
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第４章 広域受援計画の立案に向けた課題
①基本構想の具体化
②関係機関等との連携体制に係る調整

第５章 ⻑野県広域受援計画基本構想検討委員会における検討経緯
①検討体制
②検討スケジュール

〇受援が必要となる業務項目
（災害時の機能）を救助・消防
活動、人的支援、物的支援等の
視点から６つに分類（図３）


